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い
わ
ゆ
る
密
約
問
題
に
つ
い
て
外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
文
書
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
件
に
関

す
る
質
問
主
意
書

昨
年
九
月
十
六
日
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
、
外
務
省
に
お
い
て
「
い
わ
ゆ
る
『
密
約
』
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
」

（
以
下
、
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
立
ち
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
密
約
（
以
下
、
「
密
約
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
、

�

一
九
六
〇
年
一
月
の
安
保
条
約
改
定
時
の
、
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約

�

同
じ
く
、
朝
鮮
半
島
有
事
の
際
の
戦
闘
作
戦
行
動
に
関
す
る
密
約

�

一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
時
の
、
有
事
の
際
の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約

�

同
じ
く
、
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
に
関
す
る
密
約

の
四
点
に
つ
き
、
徹
底
し
た
調
査
を
命
じ
る
大
臣
命
令
を
同
省
に
出
し
た
。
そ
し
て
本
年
三
月
九
日
、
岡
田
大
臣
は
、
「
委
員

会
」
に
よ
る
「
密
約
」
に
関
す
る
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
て
い
る
。
ま

た
同
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
外
務
省
条
約
局
長
を
務
め
た
東
郷
和
彦
氏
は
、
条
約
局
長
の
任

に
就
い
て
い
た
一
九
九
八
年
、
九
九
年
に
�
の
密
約
に
関
連
す
る
五
十
八
点
の
文
書
を
フ
ァ
イ
ル
五
冊
に
ま
と
め
、
文
書
の
リ

一



ス
ト
（
以
下
、
「
リ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
後
任
の
谷
内
正
太
郎
条
約
局
長
（
前
外
務
事
務
次
官
）
と
藤
�
一
郎
北

米
局
長
（
現
駐
米
大
使
）
に
引
き
継
い
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
東
郷
氏
は
、
「
リ
ス
ト
」
の
う
ち
十
六
の
文
書

を
重
要
文
書
（
以
下
、
「
重
要
文
書
」
と
い
う
。
）
と
し
、
二
重
丸
を
つ
け
て
い
た
が
、
外
務
省
が
「
報
告
書
」
と
同
時
に
公

表
し
た
関
連
文
書
の
中
に
は
、
そ
の
う
ち
の
八
点
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
ま
た
更
に
東
郷
氏
は
、
外
務
省
の
内

情
を
良
く
知
る
人
物
よ
り
、
二
〇
〇
一
年
の
情
報
公
開
法
施
行
を
前
に
「
重
要
文
書
」
の
う
ち
数
点
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
と
聞

か
さ
れ
た
旨
、
証
言
し
、
破
棄
の
権
限
は
条
約
局
長
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
密
約
」
の
問
題
に
関
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
政
府
が
な
ぜ
米
国
と
「
密
約
」
と
い
う
も
の
を
交
わ
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
よ
り
、
な
ぜ
政
府
が
近
年
も
そ
の
こ
と
を
隠
し
、
国
民
を
騙
し
続
け
て
き
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
そ
れ
を
記
録
し
た
文
書

が
外
務
省
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
同
省
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と

考
え
る
が
、
岡
田
大
臣
の
見
解
如
何
。

二

「
報
告
書
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
東
郷
氏
の
証
言
に
お
い
て
も
、
�
の
密
約
に
関
し
、
本
来
外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
多
く
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
の
質
問
主
意
書
で
、
藤
�
一
郎

駐
米
大
使
が
、
一
九
九
九
年
、
外
務
省
北
米
局
長
の
任
に
あ
っ
た
際
、
�
の
密
約
に
関
す
る
文
書
を
廃
棄
し
た
と
い
う
事
実

二



が
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
昨
年
十
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
二
第
二
号
）
で
は
「
日

本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条

約
」
と
い
う
。
）
の
下
で
の
事
前
協
議
制
度
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
合
意
に
関
し
、
日
米
安
保
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す

る
交
換
公
文
及
び
い
わ
ゆ
る
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
口
頭
了
解
の
他
の
何
ら
か
の
取
決
め
の
有
無
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
本
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基
づ
き
調
査
中
で
あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
適
切
に
対

処
し
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
報
告
書
」
が
公
表
さ
れ
、
�
の
密
約
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ

た
今
、
藤
�
大
使
が
�
の
密
約
に
関
す
る
文
書
を
廃
棄
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
否
か
、
藤
�
大
使
本
人
に
確
認
を
し
た

上
で
、
同
時
に
、
当
該
確
認
作
業
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
、
行
っ
た
日
に
ち
、
場
所
、
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
確
認
の

内
容
を
文
書
に
記
録
し
た
上
で
答
弁
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

三

岡
田
大
臣
と
し
て
、
「
報
告
書
」
及
び
東
郷
氏
の
発
言
を
踏
ま
え
、
�
の
も
の
を
は
じ
め
「
密
約
」
に
関
連
す
る
文
書
が

な
ぜ
外
務
省
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
の
か
を
徹
底
的
に
検
証
し
、
同
省
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
を
見
直
す
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


